
特定PFAS※1
POPs条約で規制対象とされた物質

PFOS,PFOA,PFHxSなど

POPs条約で規制が検討されている物質
長鎖PFCA（C9-C21）など

規制化されていないその他のPFAS

PTFE、PFAなどのふっ素樹脂・
ふっ素ゴム※２など

【PFAS概要図】

※1 特定PFASの定義
難分解性、生体蓄積性、長距離移動性、毒性が確認され、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約
(POPs条約)で規制（廃絶・制限）された物質⇒ PFOS、PFOA、PFHxS及びそれら関連物質
なお、特定PFASについては、今後の規制状況では物質数が増加することがあります。

※2 ふっ素樹脂・ふっ素ゴムは化学的及び生物学的に安定しており、生体蓄積性がなく且つ毒性がないことを意味する
 低懸念ポリマーのOECD基準を満たしています。
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本図はイメージであり、正確な比例
関係を示すものではありません。
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